
令和 8 年度 「管理者育成研修」にかかる企画提案の募集について 
 

公益財団法人 京都産業２１北部支援センター 

 

標記研修を実施するにあたり、次のとおり企画提案を募集します。 

 

 

1. 研修等の内容 

(1) 研修名  令和 8 年度 「管理者育成研修」 

(2) 研修目的 

組織内で特定の業務を担うチームの指揮・管理を担う職位の者（以下、管理者という。）

に求められる、マネジメントの基礎知識やマネジメントの具体的手法を学ばせ、事業者の持

続的な発展に寄与することを目的とする。 

(3) 受講対象者 

主に京都府北部地域の中小企業等に在籍する管理者、または、その職位に就く意思の

ある者 

(4) 受講定員 

20 名程度（申込みが 30 名を超過する場合は、別途受講人数を協議する。） 

(5) 開催日程 

令和 8 年 7 月頃に全 1 回 

研修時間は、9 時 30 分から 16 時 30 分の間の 6 時間（休憩時間を除く） 

(6) 開催会場 

丹後・知恵のものづくりパーク 大研修室 等（集合研修） 

（京都府京丹後市峰山町荒山 225 番地） 

(7) 経費の上限額 

￥300,000 円（消費税込み） 

（旅費、テキスト費用等の全てを含む。） 

 

2. 提案に際しての留意事項 

(1) 研修カリキュラムのアウトライン 

研修目的を十分に達成できるよう、演習や事例等を豊富に扱い、必要な思考方法・発想

法・プロセス技法・ノウハウ・スキル等を獲得できるよう創意工夫のある企画を提案するこ

と。尚、マネジメントの範囲は広範であるため、研修市場のニーズを勘案した単日コースの

カリキュラムを作成されたい。 

(2) 講師 

講師の経歴及び実績に基づく専門的知見やノウハウを活かし、上記「（２）研修目的」を最

大限に達成できる講師を提案すること。 

 



 

(3) 研修ニーズの把握 

本研修を受けた受講者が社内にて実践できるよう、座学、グループ討議・演習・発表、個

人演習、事例研究等を盛り込み、実践手順と段階を具体化すること。 

(4) 受講者の募集・研修会場の確保・研修の運営について 

公益財団法人京都産業 21 北部支援センター（以下「当団体」という。）は、受講者の募

集、研修会場の確保などを行い、受託者は、研修の運営を行う。 

 

3. 研修中止の取扱い 

受講申込者が 5 人未満の場合は、原則として研修を中止とします。研修が中止となった場

合、取消料等は支払いません。 

 

4. 応募資格 

次の要件のいずれにも該当するものとします。 

(1) 法人格を有すること。 

(2) 十分な業務遂行能力を有し、効果的なカリキュラムの企画が可能であること。 

(3) 募集する内容と同種又は類似の研修等を実施した実績を有すること。 

(4) 会社更生法、民事再生法等による手続きを行っている法人でないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に掲げる暴力団、同条

第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を

行う者でないこと。 

 

5. 応募方法 

応募は、別紙「企画提案申込書」（様式 1）及び「研修等の企画提案書」（様式 2）に必要事項を

記載の上、指定する期日までに事務局に提出してください。 

（様式 2）の見積額については、別に見積書（※代表者印押印、内訳）を添付してください。 

(1) 提出方法  事務局に持参、郵送または電子メールで提出すること。 

(2) 提出期限  令和 8 年 5 月 1 日（金） 17 時厳守 （郵送必着） 

 

【様式のダウンロード】 

「企画提案申込書」、「研修等の企画提案書」の Word ファイル 
 

6. 評価及び選定方法 

(1) 企画評価委員会による評価 

① 実施時期に合わせて企画評価委員会を開催し、「業務の主旨の理解度」、「提案内容

の優良性」、「業務執行の確実性」、「必要経費」について評価します。 

② 評価は、原則として企画提案書の提出書類を用い実施します。 

 

https://www.ki21.jp/north/wp-content/uploads/2026/04/R8_kanrisyakensyu_kikaku_mousikomisyo.docx


 

(2) 採用者の選定 

① 前号の評価結果を踏まえ、当財団において採用者を選定します。 

② 評価点数が一定の水準に満たない場合又は見積額が第１項第７号で示す「経費の上

限額」を超える場合は採用しません。 

(3) 企画評価委員会の非公表 

企画評価委員会における議事及び評価点数等の内容は、非公表とします。 

(4) 選定の取消 

次の要件のいずれかに該当する場合は、選定を取り消すことがあります。 

① 応募者が「４.応募資格」を有すると偽った場合又は応募資格を失った場合 

② 提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

 

7. その他 

(1) 選定された提案について、研修等を依頼するにあたり内容を一部変更する場合がありま

す。 

(2) 企画提案に要する費用は、応募者の負担とします。 

(3) 提出された書類は返却しません。 

 

8. 事務局（書類の提出先及び問合せ先） 

公益財団法人京都産業２１ 北部支援センター 担当：山内 

電話：0772－69－3675 

E-mail：hokubu@ki21.jp 

 

◎所在地 〒627－0004 

京都府京丹後市峰山町荒山 225 番地 

丹後・知恵のものづくりパーク内 


